
現行基本方針と事務局改訂案の比較
（第2－3回審議会検討後）

資料17

・黄色網掛け：事務局（当初案）で修正提案を行った箇所

・水色網掛け：審議会意見等を踏まえて追加修正を行った箇所
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

追加修正なし
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

（該当ページ無し）

追加修正なし
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

追加修正なし
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

追加修正なし
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

追加修正なし
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

第2回審議会におけるご意見
を踏まえ、「施設の性質別分類」
の基準の明確化について、再検
討を行った。
（※特に、「民間による類似施
設の提供の有無による基準」に
おいて、オンライン上のコミュニティ
が増加していることを踏まえ、これ
らのサービスが民間による提供の
有無の判断に影響を与えるので、
判断のための基準は、より明確
にあるべきという趣旨のご意見で
あった。）

⇒ 判断基準のさらなる明確化
については継続検討したが、
公共施設という性質を踏まえると、
施設の成り立ちや特性、利用者
の状況など、十分に考慮に値す
べき事情があるにも関わらず、
明確な基準を作ってしまうと、
僅かな条件の違い等により、
かえって利用者負担率が高くなっ
てしまう恐れがあることから、
基準のさらなる明確化は行わな
い整理とした。

⇒ ただし、ご意見の趣旨を踏
まえ、オンラインサービスは、民
間類似施設の提供の比較対
象とはしないという考え方は明
確化し、記載することとした。

修正①
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

追加修正なし
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

追加修正なし
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

第3回審議会でのご意見を踏ま
え、「柔軟」「戦略的」と記した意
図を記載した。

修正②
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

施設の「有効管理」と表記してい
たものを「有効活用」に修正した。

また、料金設定だけでなく、利用
方法も含めて、柔軟な設定がで
きることを示すため、「利用方法」
を追記した。

修正③

指定管理者制度導入施設は、
事業者の工夫により独自の利用
料金を設定（条例の範囲内）
できることから、市外料金の原則
を適用する対象からは除くこととす
る。
ただし、指定管理者導入施設も
本規定の趣旨に同意いただける
ようであれば、市外料金を設定す
ることは差し支えない。

修正④
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

（該当ページ無し）

※ 資料18参照

修正⑤
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修正⑥

第3の柱「柔軟で戦略的な料金
設定・利用方法」の名称に表現
を揃える形で修正した。



＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

追加修正なし
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＜現行の基本方針＞ ＜事務局改訂案＞

（該当ページ無し）

「附帯」と「付帯」の表記が混在
していたものを修正した。

また、ピアノとスポーツ施設の記
載は設定例であることが判別で
きるように修正した。

修正⑦

14


